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　国立青少年教育振興機構　国立淡路青少年交流の家　非常用発電設備改修工事

A1：NON

A3：NON

特記仕様書

　〇 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　〇 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　〇 安定的な供給が可能であること。

　〇 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　〇 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　〇 販売、保守等の営業体制を整えていること。

別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

○本工事で設置する。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同

ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に

おける2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

内部足場（ ○ 種 ○ 種） ○外部足場（○ 種 ○ 種）○

〇

○埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷均しとする。

○

屋外に敷設する露出配管で溶融亜鉛メッキ仕上げを使用する場合は付着量300g/㎡

次の露出配管は、塗装を行う。

）

）

屋内（

屋外（○

以上とする。

〇

○

項　　　　　目 特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項項　　　　　目

電灯設備

構内通信線路

構内配電線路

中央監視制御設備

火災報知設備

防犯・入退室管理設備○

駐車場管制設備○

監視カメラ設備○

テレビ共同受信設備

誘導支援設備○

拡声設備

映像・音響設備○

情報表示設備○

構内交換設備

構内情報通信網設備

発電設備

受変電設備

雷保護設備

電熱設備○

電気自動車用充電設備○

動力設備

工　事　種　目

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

建 物 名 称

階 数

構 造

工 種

延べ面積(㎡)

建築面積(㎡)
建築基準法による

消防法施行令別表第一の区分

改 修 面 積 （ ㎡ ）

備 考

Ⅰ 工 事 概 要

１．

完成期限２．

３．建物概要

４．工事種目（●印の付いたものが対象工事種目）

令和　　年　　月　　日（　　曜日）概成工期 無

５． ）対象部分（有○無指定部分

○有６．

指定部分工期　　　　　　年　　月　　日

Ⅱ 工 事 仕 様

工事写真撮影要領(令和元年7月)

ものを適用する。

（１）文部科学省発注工事請負等契約規則（文部科学省訓令第二十二号）別記第１号の工事請負

１．共通仕様

なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　　）図、建築工事の特記仕様書は（　　　）図による。

仕様書を適用する。

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記

２．特記仕様

　　１）項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

　　　　表を示す。

　　４）項目に記載の <第　編　．　．　> 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該

　　　　当該表を示す。

　　３）項目に記載の［第　編　．　．　］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は

　　　　表を示す。

発生材処理

工事場所

（１）本特記仕様書の表記

　　２）項目に記載の（第　編　．　．　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該

（第1編1.1.2）、［第1編1.1.2］

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)

公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)

文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)

文部科学省電気設備工事標準図(特記基準)(令和4年版)(以下「文科標準図」という。)

発生材の

処理等

（第1編1.3.9） (1)　引渡しを要するもの

［第1編1.9.1］ 1）品　　名

2）引渡し先

3）集積場所

4）集積方法

(2)　特別管理産業廃棄物

1）品　　名

2）処理方法

(3)　現場において再利用するもの

1）品　　名

2）使用場所

(4)　再生資源化するもの

1）品　　名

(5)　その他の発生材

1）品　　名

2）処理方法

環境への配慮

（第1編1.4.1）

［第1編1.4.1］

（１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平

成12年法律第100号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針

する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を

有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、

　パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、

　保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチ

　レンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する

　「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少な

　い材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘ

　キシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を

　使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル

　ムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて

　少ない材料を使用したものとする。

機材の品質等

（第1編1.4.2）

［第1編1.4.2］

機 材 名

耐震措置

（令和4年2月閣議決定）」に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達

発生材の処理は、下記による。

最大電力５００〔ｋＷ〕以上の場合においても、電気工事士法（昭和35年法律

第139号）に基づく有資格者により施工を行う。

（無停電回路含む）

配線及び主回路の導体の色別は、次による。

標準仕様書による。

配線及び主回路の導体の色別は、下記による。

圧
高

低

圧

配

線

分

電

三相３線式

三相３線式

三相４線式

単相２線式

単相３線式

直流２線式

（１）分岐回路の色別

（２）発電回路の第２相

（３）切替回路の２次側

（４）漏電遮断器回路の接地

左右・上下及び遠近の別は、

正面から見た状態

共通事項

類

盤

第１相 第２相 第３相 中性相

赤

赤

赤

（青）赤

赤

青 白

接地側 白

青

接地側 白

白

青

青

黒

黒 白

白

分岐前の色別による。

接地側の電線の色は黄色とする

規定しない。

配線（１）～（４）による。

ア）左右の別は、左からとする。

イ）上下の別は、上からとし、直流２線式
　は、下からとする。

ウ）遠近の別は、近いほうからとし、直流
　２線式は、遠いほうからとする。

電気方式

○

備考

（ａ）配電盤類については、次による。

（１）左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は

　　　これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。

（２）三相回路又は単相３線式回路より分岐する回路は、分岐前の色別による。

（３）三相交流の相は、第１相、第２相、第３相の順に相回転するものとする。

（ｂ）屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。

（ｃ）接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。

専用接地極とした時の接地線は、監督職員と

協議し、一般接地線と色別を区別する。

図面に特記なき場合は、工事区分表による。

特殊場所は下記による。

○

○

○

○

○

○

○

塩害を受けるおそれのある場所

蟻害を受けるおそれのある場所

腐食性ガスのある場所

危険物等貯蔵場所

粉じん危険場所

ガス蒸気危険場所

気密性を要する場所

湿気の多い場所

特 殊 場 所 の 内 容 適用する場所 危険場所の種別 危険物の種類

走査式埋設物調査 放射線透過検査

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合、

（ ○樹脂製 ）とする。

はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、下記による。

設計用標準水平震度

上層階
屋上

及び塔屋

中間階

地階･１階

特定の施設 一般の施設○

機　　　器
防振支持の機器
水　槽　類
機　　　器

防振支持の機器
水　槽　類
機　　　器

防振支持の機器
水　槽　類

機 器 種 別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、

　10～12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

・重要機器は次のものを示す。

配電盤 発電装置（防災用）

○交流無停電電源装置 ○交換機 自動火災報知受信機

○中央監視装置 ○ ○

・水槽類には燃料小出タンクを含む。

②設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

（２）横引き配管等の耐震指示は、施設の分類に応じたものとする。

2.0 1.5 1.5 1.0
2.0 2.0 2.0 1.5
2.0 1.5 1.5 1.0
1.5 1.0 1.0 0.6
1.5 1.5 1.5 1.0
1.5 1.0 1.0 0.6
1.0 0.6 0.6 0.4
1.0 1.0 1.0 0.6
1.5 1.0 1.0 0.6

（１）設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、

　　　次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損などが

　　　生じないようにする。

①設計用水平地震力

　機器の重量[ｋＮ]に設計用水平震度を乗じたものとする。

なお、特記なき場合は、設計用水平震度は、次による。

（独立行政法人建築研究所監修）による。

設備機器の固定は、次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

き品質及び性能を有するものとする。

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の事項を満たす証明となる資料

を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の事項を評価された事を示す

外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる

資料等の提出を省略することができる。

電気保安

［第1編1.3.2］

（第1編1.3.2）

技術者

項　　　　　目 特　　記　　事　　項

○適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

○

○積雪荷重

風圧力

風速（Vo= m/s）

地表面粗度区分（ ○ Ⅰ ○ Ⅱ ○ Ⅲ ○ Ⅳ）

建設省告示第1455号における区域　別表（ ）

項　　　　　目　　　　　名 電気保安技術者

4.　高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、

7.　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

　験に合格した者

6.　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試

　の検定に合格した者

5.　旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者

　省令第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者

3.　第１種電気工事士の資格を有する者

2.　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

1.　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

　電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する

8.　第２種電気工事士の資格を有する者

○

○

○

この工事現場に下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員

に報告する。

教育施設の電気工学以外の工学に関する学科において一般

電気工学（実験を含む）に関する科目を修めて卒業した者

9.  短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の

［第1編1.3.3］

（第1編1.3.3）

施工条件

電源周波数

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇金属製（ステンレス、新金属を含む）

〇

〇

模様替

RC造

● 一式

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

直流電源装置

●

●

●

●

監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。

検　査 試　験 摘　　　　　要機　　材　　名

調査範囲 （ ○図示 ○ ）

本工事 ○別途 ）（事前調査

調査項目 （ 既存資料調査

調査方法 （ ○図示 ○ ）

●

●本工事に必要な現地調査）

 下記の施工部分は監督職員の施工の検査、施工の立会及び施工検査に伴う試験を受ける

ものとする。
施　工　部　分 検　査 立　会 試　験 摘　　要

貸与条件：貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図作成のため

以外に使用しないこと。

（２）電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。

（３）電子成果品は、提出前にウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。

　工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。

電子納品は次による。

（１）貸与する設計図CADデータの著作者名：国立青少年教育振興機構　

 　　　　　　　　　　　　　ファイル形式：JWW

●

〇

●

●

●

●

〇

 保全に関する資料 

工 事 写 真

負荷設備台帳

〃

〃

〃

完　成　図

名　　　　称

 原図　〇A1版（＿＿部）　〇A3版（＿＿部）

 製本（A4版黒厚紙表紙金文字入り）（A1版四つ折り）（２部）

体　裁　等

 仮製本（A4版）（A3版二つ折り）（２部）

 ●紙媒体（２部）　　〇電子データ（PDF）

 ●紙媒体（１部）　　●電子データ（PDF及びJPEG）

 〇紙媒体（　部）　　〇電子データ（PDF及びEXCEL）

※紙媒体はA4版ファイル綴じとする。

CD又はDVDに保存し、２部提出する。

（４）提出方法は以下による。

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有材料の事前調査を行う。

電力貯蔵設備

●

○

○

一式

●

●

契約基準、現場説明書、図面　枚及び本特記仕様書１枚によるほか、●印の付いた

〇

〇

本工事で発生するすべての発生材

関係法令にしたがい適切に処理を行う

 CADデータ（オリジナル、JWW及びDXF）及び電子データ（PDF）

● 〇

●

模様替

〇　５０Ｈｚ　　　　●　６０Ｈｚ

●

 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町７５７－３９

 令和７年１月３１日（金曜日）

RC造

地上3階地下1階地上4階地下1階

2,291　 2,993　

講堂・食堂棟

本館講堂・食堂棟

本館

一式●

● 一式

本施設の運用に影響がある作業の実施にあたっては、監督職員及び国立淡路青少年

交流の家総務管理係と十分に日程調整を行い、本施設の運用への影響が最小限とな

るよう努めること。

●

〇

●

● 燃料タンク室 危険物貯蔵所 A重油

機材の検査等

機材の検査

に伴う試験

（第1編1.4.4～5）

［第1編1.4.5～6］

〇

施工調査

［第1編1.5.1～3］

●

施工の検査等

施工の検査に

伴う試験施工

の立会い等

［第1編1.6.4～6］

(第1編1.5.3～5)

〇

完成時の

提出図書

（第1編1.7.1～3）

［第1編1.11.1～3］

●

足場その他

（第1編2.1.1）

［第1編2.2.2］

〇

○発生残土の

処理

（第1編2.2.1）

［第1編2.3.1］

金属管の塗装

及び仕上げ

（第1編2.7.1）

［第1編2.8.1］

石綿含有材料

の事前調査

［第1編1.8.2～3］

●

〇

フラッシュ

プレート

電線の色別

（第3編1.1.4）

［第2編2.1.4］

（第2編2.1.3）

○他工事又は

他工種との
取り合い

特殊場所

<第2編2.1.1～9>

既存躯体への

穿孔

［第1編2.11.1～5］

電気工事士

〇

〇

〇

●

〇

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-09

特-01ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）



A1：1/1000

A1：1/2000

案内図・配置図

28

阿万

国立淡路青少年交流の家

淡路島

至　鳴門 大鳴門橋

海

峡

門

鳴

淡路島南ＩＣ

神戸淡路鳴門自動車道

至　神戸

南あわじ市

福良

押登岬

案　内　図　　　non

Ｎ

配　置　図　　　1/1000

駐車場

希望が丘

おのころ池

友情の広場

テニス・バレーボールコート

プール

お祭り広場

よしぶが丘

講師棟
本館

つどいの広場便所

談話室

講堂・食堂棟

艇庫

駐車場

工芸教室

体育館

旧浴室棟浄化槽
物干場

浴室棟

グランド

器具庫

テニスコート

器具庫

便所・倉庫 吹上浜

キャンプ管理棟

キャンプ場

炊飯棟

便所・シャワー棟

宿泊棟
(D)

宿泊棟

(C)

宿泊棟

宿泊棟
(B)

(A)

：本工事場所を示す。

Ｎ

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-09

E-01ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）



A3：NON

A1：NON国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-02

E-09

注記　１）受変電設備単線結線図は参考図とし、十分な現場調査を行い、承認図を提出ののち、

　　　　　監督員に承認を得て施工のこと

受変電設備　単線結線図(改修後)
ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）
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(新設)

低圧共用盤低圧共用盤低圧電灯盤(宿泊棟)低圧動力盤(2)低圧動力盤(1)

Mg切離し
停電・火災発生時

Mg

Mg切離し
停電・火災発生時

Mg

1φ 100kVA 1φ 100kVA

27R

UV

Mg Mg Mg切離し Mg

電力引込

GR

200A

POS
7.2kV 200A

3φ3W 6.6kV 60Hz

発電機運転時「切」

7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A7.2KV200A

3PLBS

89P289P1

3PLBS 3PLBS

89L389L289L1

3PLBS 3PLBS 3PLBS

600A
12.5kA

(電動ﾊﾞﾈ式)

52R

VCB 7.2kV

９

低圧電灯盤低圧電灯盤

Tr NO.5

２３２

ZCT

6600/210V-105V
1φ 100kVA

CVT250CVT200 ×2CVT150 ×2

A

6600/210V-105V 6600/210V-105V

Tr NO.1 Tr NO.2

７５

低圧動力盤

６ ３

750/5A
CT×2

0～300V

VSPS

0～75A

MDA

3φ 200kVA

ZCT

6600/210V

MCMC

ZCT

6600/210V
3φ 300kVA

Tr NO.3 Tr NO.4

ZCT ZCT

400A

CT×2
750/5A

OCR

3P.DS

WH

0～100A0～750KW

OAPFWSS

V

7.2kV

MOF

CH

Mg切離し
停電・火災発生時

52R OFF 89P1  OFF

89P2  OFF

89L2  OFF

AND

52G OFF

1Sec

2Sec

3Sec

復電検出27 復電確認

89L3  OFF

ｾﾙ始動 発電検知 52G  ON 給電

AND

52R OFF

1Sec

2Sec

3Sec

4Sec

52GB ON Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

89P1  ON

89P2  ON

89L1  ON

89L2  ON

Ｔ

5Sec

89L3  ON

89P1  OFF

89P2  OFF

89L2  OFF

89L3  OFF

52G  OFF

発電機

停電確認時限 無負荷運転 停止命令 停止確認 戻り

52GB  OFF

52R ON Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

4Sec

89P1  ON

89P2  ON

89L1  ON

89L2  ON

89L3  ONＴ

5Sec

89L1  OFF

89L1  OFF

停電確認時限

停電検出27

高圧受電盤

低圧動力盤

既設電気室改修内訳

低圧動力盤

低圧電灯盤

低圧電灯盤

高圧受電盤

非常切替盤

改 修 後 内 訳

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ用ｹｰﾌﾞﾙの増設　　　（改造）

VCB 600A(投入電動ばね)  52R  ×1

VCB 600A(投入電動ばね)  　　 ×1

改 修 盤 名 称

Mg 500A(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ用)           ×2

Mg 500A(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ用)           ×3

LBS 200A(電動操作式)　　　 　×3

LBS 200A(電動操作式)　　　 　×2

LBS 200A(電動操作式)　　　 　×1

１．結線図中、

注記）

は改修範囲を示し、上記番号対応とする。

３．LBSL1･L2･L3･P1･P2は停電時にTM運転にて順次投入を行い、同時投入は行わない事。
４．火災時にはﾏｸﾞﾈｯﾄにて回路を切離し低圧切替盤回路のみ起動を行う事。
５．VCB・LBSを電動操作式への更新を行う事。
６．非常切替盤に発電機用のVCBの新設を行う事。
７．発電機起動時、各進相ｺﾝﾃﾞﾝｻを切る用にｲﾝﾀｰﾛｯｸを行う事。
８．VCB・LBSの操作用の配線を行う事。

２．変更に応じて、銘板の交換等を行うこと。

非常用発電機
6600V 350KVAＧ

52G

52GB

52R

89P1 89P2 89L1 89L2 89L3

Tr 3φ Tr 3φ Tr 1φ Tr 1φ Tr 1φ

6kV FPT38゜

CVT250

停電・火災発生時

CV
8゜

-3
C

CV
8゜

-3
C

CV
5.

5゜
-3

C

EM-CET250
EM-CET250

CV
T6

0゜

CV
T6

0゜

EM-CET325

※非常時の切替は自動(ﾏｸﾞﾈｯﾄ)と手動で行えるものとする
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国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

SC 3φSC 3φ
75KVA 100KVA

E-09

E-03
受変電設備　単線結線図(改修前)

ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）

改修盤名称

高圧受電盤

既 存 撤 去 内 訳

低圧動力盤

VCB 600A　　　　 撤去　×1

既設電気室改修内訳

LBS 200A　　　　 撤去　×2

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ　75KVA　撤去　×1

MCB3P 300A       撤去　×2

◎VCB,LBSを電動操作式への更新を行うこと。

◎非常電源切替盤のｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ撤去後に、発電機用のVCBの新設を行うこと。

LBS 200A　　　　 撤去　×3低圧電灯盤

低圧切替盤

低圧切替盤

低圧切替盤

低圧切替盤

低圧切替盤

DTMC 200A        撤去　×1

DTMC 100A        撤去　×1

DTUS 200A        撤去　×4

LBS 200A　　　　 撤去　×1

◎結線図中の太線は改修範囲(撤去)を示し、上記と対応する。

R3S3T3
R5S5T5
R6S6T6

消化ﾎﾟﾝﾌﾟ
P-B-1動力盤(揚水P)
P･D-1分電盤(厨房冷蔵庫）
L-A-1-B(照明)
(宿舎浴室棟）（照明）
L-B-1,-2（照明）

400/5A
CT

MCCB42
3P400/300AT

210/210-105V
ZCT

A

0～400A

MCCB41
3P400/300AT

G

DTMC4
3P100A 3P200A 3P200A 3P200A

DTMC3
3P200A 3P200A

(手動）(手動）

3P400/400AT

DTUS1DTUS1 DTUS2DTUS2

Tr NO.5
3φ 75kVA

14RST
13RST
11RST

O22RNTO21RNT

R4.S4.T4
R2.S2.T2
R1.S1.T1
R3.S3.T3
R5.S5.T5
R6.S6.T6

MCCB

(手動） (手動）

CVT150

CH

MOF

7.2kV

V

SS W PF OA

UV

0～750KW 0～100A

WH

3P.DS

OCR
750/5A
CT×2

VCB
7.2kV
600A

400A

12.5kA

7.2kV 200A
POS

200A

GR

3φ3W 6.6kV 60Hz
電力引込
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非常用発電設備　仕様書(1)

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-09

E-04ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）

2NOT

6

4

3 外部信号取合い(参考)

発電機設備計測項目(参考)

NOT

NOT

7 配線系統図(参考)

単線結線図(参考)5

NOT

NOT

NOT

HF

8kA
400A
7.2kV
3P

52G
VCB

AVR

EX
AC

DE SG

LF

CTT

75/5A
CT

PMG

6600 110V 190V
GVT

64G

51G

・計測機能

Hz N

・速度検出機能

14

・電圧検出機能

84G

・操作機能

・表示機能

H

3 3 3
V

LF

ECU

MM

A V

配管系統図(参考)

非常用発電機設備　仕様

横軸回転界磁形三相交流同期発電機

制御弁式鉛蓄電池(REH）　　　(※)

70Ah(連続始動回数:3回以上)　(※)

(5)始動用蓄電池設備（発電装置搭載）

メーカー標準塗装　　塗　装　色

　　充　電　器

自動充電式　　　型　　式

単相・200V・60Hz　　　入力電圧

DC24V　　　出力電源

　　型　　　式

　　容　　　量

DC24V　　電　　　圧

　　予　備　品 ヒューズ実数分

10秒以内　(※)

83L/h以下　(※)

3

52.1L　(※)

29L(全量)/12.7L(有効)　(※)

310kW　(※)

1面　　台　　　数

(4)発電機盤

　　形　　　式 屋内鋼板製閉鎖形(搭載盤)

　　遮　断　器 1-VCB(400A、8kA)

自動及び手動操作方式

DC24V電源(始動用蓄電池より供給)

　　操 作 方 式

　　制 御 電 源

量油滑　　潤

間時動　　始

電気式(セルモータ式)

ラジエータ冷却方式

式方動　　始

式方却　　冷

別置タンク方式（6,000L）式方料　　燃

4方向エネルギー平均値※半自由音場下による

メーカー標準塗装　　塗　装　色

メーカー標準塗装　　塗　装　色

式方却　　冷

式方護　　保 開放保護形（IP20）

自由通流形(IC01)

機側1mで約85dB(A)以下

1基

天吊横型

　　性　　　能

(3)排気消音器

　　台　　　数

　　形　　　式

(2)ディーゼル機関

整定±3.0％以内

瞬時-30%以内　　電圧変動率

15%以内　　逆 相 電 流

　　台　　　数 1台

立形直列水冷4サイクルディーゼル機関　　形　　　式

　　出　　　力

　　回　転　数

A重油　　燃　　　料

　　燃料消費量

ラジエータ風量:330m /min

5%以内　　速度整定率

10％以内　　瞬時速度変動率

量水却　　冷

-11800min

　　防 振 装 置 ゴム防振

　　　　即時長時間形(連続72時間運転可)

350kVA(350kVA以上400kVA以下であれば可)

1式

給気ファン設備

　　　　(f)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)最新年度板

地上1階(屋内)

排気消音器

燃料小出槽

始動用蓄電池設備 1式

1台

1面

発電機

ディーゼル機関及び付属機器

発電機盤

-5℃～40℃

85％RH以下

機側1mで約110dB(A)以下(4方向平均値)

2.機器構成

　1-3　使用条件

　　　　設置場所

　　　　温　　度

　　　　湿　　度

　　　　騒　　音

給油口ボックス

　　　　(b)電気規格調査会標準規格(JEC)

1800min

　　　　オープン式(日本内燃力発電設備協会発行の消防認定証票付とする)

別種縁　　絶

1台

(1)発電機

　　定

6600V

60Hz　　周　波　数

0.8 遅れ　　力　　　率

　　回　転　数

3相 3線　　相　　　数

4極　　極　　　数

ブラシレス方式

F種

　　台　　　数

　　形　　　式

-1

格 出 力

式方磁　　励

　　出 圧電力

1.一般事項

　　　　(c)日本電機工業会標準規格(JEM)

　1-2　適用規格

　　　　(a)日本工業規格(JIS)

　1-1　種　類

　　　　(e)消防法

　　　　(d)電気設備技術基準

保護装置(参考)

1.配線の種類及びサイズは、参考用とする。

備 考

EM-CEE2sq-8C

EM-CEE2sq-4C

EM-CEE2sq-2C

EM-CEE2sq-12C

6kV EM-FPT-38sq

油面信号（最低油量）

商用電源　1φ、200V

高圧主回路（発電機電源、3φ、6600V）

本体接地　EA

停電信号、状態信号、故障信号

補機電源　1φ、200V

ディーゼル発電装置

油面信号（油面低下・上昇、送油ポンプ発停）

発電

故障一括

故障・制御信号

(燃料小出槽油面警報)

ローリーアース接地極

（ED）

受変電設備 油面計電源 1φ,200V

状態信号・故障信号

EM-CE3.5sq-2C

EM-IE-5.5sq

EM-CEE2sq-6C

EM-CEE2sq-2C

600V EM-FP2sq-2C

600V EM-FP2sq-2C

EM-IE-38sq

　　ボックス

燃料小出槽

フロートスイッチ（2）

受変電設備

燃料小出槽

フロートスイッチ（1）

給油口

中央監視

EM-CEE2sq-6C

1kVA

1.2kVA

52G状態信号

(投入でON)
52R状態信号

(発電でON)
運転信号

(一括)
故障信号

350kVA,6600V,60Hz

3φ3ω,1800min ,PF0.8

1φ2ω 60Hz
AC200V

1φ2ω 60Hz
AC/GC200V

(停電中ON)
停電信号

(投入でON)

ディーゼル発電装置

自動始動発電機盤

負荷へ

6kV EM-FPT-38sq

-1

名　称記 号

凡 例

6,000L
（軽油）

排気管　200A SGP 通気管SGP32A

送油管SGP15A

FJ
15

FJ
15

ド
レ

ン
管

25
A

40

ドレン抜き管20Ａ
排気伸縮管150A×300L排風用チャンバー（SS）

65

給油管SGP65A

返油管SGP15A

給油口ボックス

GL GL

ガラリ(建築工事)

燃料室

・給油口65A
・液面計

非常用発電機室

給気ファン設備

排風

仕切弁（閉）

仕切弁（開）

三方弁

可トウ管

逆止弁

複式ストレーナー

台数：6台　給気量：6,730m　/h3

給気

排気

排気管　200A SUS

85dB（A）
排気消音器

自家発電機350kVA

Ｂ-ＳＷ

Ｓ-ＳＷ

O-TH O-PGW-TH

℃kg/cm2℃

200A×150A
レジューサ

キャンパスダクト

排風用ダクト（SS）

カラー亜鉛鉄板仕上げ（屋内）
ロックウール75mm巻きの上

フロートスイッチ

液面スイッチ

通気口　32A（引火防止アミ付）
GL+4.0ｍ以上立上
周囲1.0ｍ以内開口部無し

送油管SGP15A

中央監視

発電機 発電電力

発電機 発電電圧(R-S相)

発電機 発電電力量

計　測

発電機 力率

発電機 周波数

0～280kW/4-20mA

0～1000A/4-20mA

0～300V/4-20mA

55～65Hz/4-20mA

LEAD0.5～1～LAG0.5/4-20mA

10kWh/パルス

備　　　　　　考項　　　　　　目

発電機 発電電流(R相)

備　　　考

発電 運転信号

故障一括

停電信号

発電機遮断器状態

中央監視受変電設備

信号取合先

停電中ON

52G入でON

受電遮断器状態 52R入でON

重故障・軽故障

項　　　　目

表示警報

機　関
開　放停　止
遮断器

冷却水温度上昇

故　　　　　　障
警報装置

重故障

緊急停止

始動渋滞

過電流

軽故障

過回転

燃料油最低油量

中央監視

燃料小出槽油面低下

一括

燃料小出槽油面上昇

過電圧

不足電圧

補機故障

一括

潤滑油油圧低下

設計図に「建築工事」と記載のある工事

基礎工事

（２）本工事外

ａ）

ｂ）

申請書作成・提出n）

既設設備の撤去

k）

l）

m）

配線工事

燃料小出槽の通気管工事

燃料小出槽及び地下燃料タンクの通気管工事

ダクト工事

燃料配管工事

給油口ボックスの製作・据付工事

始動用蓄電池設備（発電装置搭載）の製作・組付工事

発電機盤（発電装置搭載）の製作・据付工事

発電機及び補機類の製作・据付工事

試運転調整

燃料小出槽の製作・据付工事

j）

排気消音器及び排気管の製作・組付工事

e）

f）

ａ）

ｂ）

ｃ）

ｄ）

g）

h）

i）

３．発電設備工事範囲

（１）本工事範囲

（7）給油口ボックス

1式

1基

1基

1基

御指定色、さび止め塗装

フ　ァ　ン

1式

(8)給気ファン設備

　　制　　　御 発電機運転信号による、自動運転回路

1.5ｋWー6台

ウィングポンプ(20A)、架台、耐油ホース

鋼板溶接製角形

フロートスイッチ×2、側圧式液面計、

6,000L(A重油)

(6)燃料小出槽

　　形　　　式

　　容　　　量

　　付　属　品

　　塗　装　色

　　台　　　数 1基

ローリーアース端子

　　付　属　品

　　形　　　式 鋼板溶接製屋外壁掛形（SUS製）

　　台　　　数

　　　 　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　

　　　 　　　　　　　　　　

　　注)　(※)は参考値とする

（10）その他

　　塗　装　色 メーカー標準塗装

給油口65A、油面指示計（リークモニター付）

　　遠隔監視等で電力(Ｋｗ)を表示できるよう外部出力端子等を設けること

タイマーを組込のこと(発電機停止後、遅れて停止)



A1：NON

A3：NON

1 NOT

2 3

材質：ＳＵＳ３０４

板厚：ｔ＝１.５ｍｍ

仕上：表面のみヘアライン加工

屋外壁掛型

操作面側

ＥＮＧ側 ＧＥＮ側

ＲＥＨ７０－１２　２個
（ＤＣ２４Ｖ）

１５０Ａ-5Ｋ

発電機

自動制御盤

（耐震ストッパー付）

Ｂ－ＳＷ

Ａ

M20用

ベル

６ＨＡＬ２－ＤＴ

　１７０Ｌ

1
7
5

24
5

95
4

942

896

773(core)
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0
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5

Ａ矢視図

１２－Ｍ１２Ｘ１．７５

燃料タンク

８－φ２５穴

3100

防振ゴム　　

275 850 850 850 275

14
54

1
5
0

8
0
0

5
0
0

36
4

750 150

100

　排気出口

1057

30

223

(
1
5
8
0
)

95
4

ラジエータ

ディーゼルエンジン

365

13
82

1
5
0

1320

1100

35 1030 35

　　バッテリー　

負荷端子

アンカー孔

HHHLPOWER L L

LEVEL

液面計

警報

停止

l

０ Ｆ

LEVEL METER
リモコン液面計

LEVEL METER

Ａ－４６５－Ｃ－２－１

防水パッキン

油溜め

φ80 穴

６５Ａ注油口

液面指示計

ロ－リ－ア－ス端子

キ－Ｎｏ .２００

タキゲン
平面ハンドル

中仕切板

中棚 取り外し式

300 330

130

3
7
0

3
3
0

7
50

110

260
20

3
0

10

1
0

280

40

300

非常用発電設備　仕様書(2)

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

非常用発電機設備外形図 350kVA(参考)

排気消音器(参考) 給油口ボックス(参考)

E-09

E-05

JIS 5K FLG 125A

2-長穴2-φ15

ＧＡＳ　ＯＵＴＧＡＳ　ＩＮ

(2-20A)

ドレイン

(2-φ22)
アイプレート 型式銘板

高温注意銘板

φ
23
5

P
C
D
2
0
0

φ
23
5

P
C
D
2
0
0

1
2
5
A

1
2
5
A

3
7
5

9

350

280

830

φ
50

0

φ
520

75 28 47

6
4
.
5

220 460 220

900200 200

85

1300

235

矢印銘板
(G 3/8)

圧力測定端子

(出入口共)

15

1
5

R7
.5

R7
.5

P

長穴詳細

３．付属品　：フランジ用ボルト・ナット・ワッシャ、

〈その他仕様〉

　　　　　　　ノンアスガスケット、銘板

２．フランジ：入口　１２５Ａ－ＪＩＳ　５Ｋ，相フランジ付

　　　　　　　出口　１２５Ａ－ＪＩＳ　５Ｋ，相フランジ付

１．塗　装　：素地調整２種ケレン　＋　耐熱銀色ペイント２回塗り

・消音性能：排気消音器出口１ｍにて８５ｄＢ（Ａ）　

　　　　　（原音：１１１ｄＢ（Ａ）ａｔ１ｍにて推定）

ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）



排風用ﾁｬﾝﾊﾞｰ

A1：1/50

A3：1/100

改修前

廊下（３） 機械室

3 42

7,000

70 70
2,053

7,000

3
,
4
3
0

3
,
1
8
0

9
,
0
0
0

B

A

3,500

控室

前室

改修後

注記　１）　　印は、撤去を示す

10A(SGP)入口管
15A(SGP)戻り管

ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ32A

10φFJ 25A(SGP)ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管

25A(SGP)ﾄﾞﾚﾝ管

給油
口箱

1
25

A

ﾚｼﾞｭｰｻｰ(125×100)

発電機盤

15φFJ

125φFJ

32A(SGP)給油管

有圧扇(450φ)×2

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(1155×1200×945)

非常用発電設備　平面図　(改修前後)

発電機室
非常用

(3φ200V100KVA)

非常用発電機 撤去

(基礎撤去：建築工事)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(防油堤撤去：建築工事)

１ ２ ３

４

５６

７

８

電気室

消
音

器

32A(SGP)通気管

９

既設配電盤名称

１ 高圧受電盤

低圧電灯盤

共用盤

切替盤

低圧動力盤

低圧電灯盤

低圧動力盤

集合故障表示盤

２

３

４

５

６

７

８

3 4

70 70

5

7,000

機械室

9
,
0
0
0

B

A

3 4 5

7,000

機械室

9
,
0
0
0

B

A

発電機室
非常用

発電機室
非常用

ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 5270×300×700H×1.6t

給気ｶﾞﾗﾘ（建築工事）
（ｱﾝｸﾞﾙ補強共）

給気用有圧扇 5台（給気ｶﾞﾗﾘに取付）

10A(SGP)入口管

15A(SGP)戻り管
773×953

給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ

発電機基礎(建築工事)

非常用発電装置(350KVA)

燃料ﾀﾝｸ基礎(建築工事)

発電機基礎(建築工事)

非常用発電装置(350KVA)

燃料ﾀﾝｸ(6000L)

給気用有圧扇 1台（ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに取付）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ（建築工事）

(OG-1)

100

消
音

器

(8
5d
B
)

通気口32A(本工事)
GL+4000以上
周囲1m以内開口部なし

32A(SGP)通気管
FD FD排風ﾀﾞｸﾄ

(本工事)

15
0

65A(SGP)給油管

15φFJ

15φFJ
15φFJ

15φFJ

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-09

E-06

燃料ﾀﾝｸ(390L)(燃料含む)撤去

ABC消火器(10型)×1(別途)
ABC消火器(50型)×1(別途)

(本工事)

注記　１）少量危険物取扱所、屋内ﾀﾝｸ貯蔵所に必要な標識・掲示板を設けること

通気(撤去)

排気塔(撤去)

機械はつりφ100

低騒音形　　　　　給気タイプ　　　　　羽根径４５㎝

付 属 品 及 び 備 考記 号 名 称 数 量

（新設）

産 業 用 有 圧 換 気 扇 ６

電気式シャッター　　　　　バックガード　　　　　その他付属品一式共

ＥＷＦ－４５ＥＳＡ２－Ｑ（三菱相当品）

風量　６３７０ｍ3／ｈ　　　　　消費電力　３６０ｗ　　　　　電源　単相１００Ｖ

機器表

（新設）

（新設）

Ｏ Ｇ － １ 自 然 給 気 口 天井埋込形フィルター内蔵グリルサイレンサー

ＶＤ－１５ＺＣ13（三菱相当品）

天井埋込形　　　　　ダクト接続口径　１００φ

ＳＵＳ製深形フード（防虫網付）　Ｐ－１３ＶＳＱ4　　　　その他付属品一式共

換気風量　１５０ｍ3／ｈ（３０Ｐａ）　　　　消費電力　１５．５ｗ

ダ ク ト 用 換 気 扇

Ｐ－１８ＧＳＦ3（三菱相当品）

ＳＵＳ製深形フード（防虫網付）　Ｐ－１８ＶＳＱ4　　　　その他付属品一式共

ダクト接続口径　１５０φ

１

１

(OF-1)

(OF-1)

(EF-1)

Ｏ Ｆ － １

Ｅ Ｆ － １

燃料ﾀﾝｸ基礎(建築工事)

防油堤

ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）

40A(SGP)ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管

燃料ﾀﾝｸ(6000L)

SV25
25A(SGP)ﾄﾞﾚﾝ管

SV15

SV15

SV15

SV25

SV15

SV15

SV10

32φFJ 65φFJ
65φCV



A1：1/50

A3：1/100

改修後

非常用発電設備　断面図　(改修後)

3
,
1
5
0

2
,
2
0
0

電気室

食堂

5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

▽3FL

▽2FL

▽1FL

▽GL

7,000 7,000 7,000

2 3 4 5

非常用
発電機室

4,050 2,950

3,
85

0

2
00

2,
95

0
7
00

4.
5

1
,5

50
6

1,
38

9
.5

6
00

ﾀﾝｸ内寸法　2.85×1.5×1.55H
　　　　　 ＝6.62625

75 2,800 75

（内寸法）

（
内

寸
法

）

1,900

発電機 油ﾀﾝｸ

（基礎寸法） （基礎寸法）

60
0

防油堤天ﾊﾞ

防油堤内寸法　4.15×2.8×0.6H
　　　　　　　＝6.972-(1.9×0.4×0.2×3)
　　　　　　　＝6.516

機械室

1
,2

00

最低油面高さ

1,500

2
00

1,400

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-09

E-07

防油堤

3
85

1,025

4,160

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ（建築工事）
（1,025×385）

排気ｶﾞﾗﾘ（建築工事）

新発電機室

給気ｶﾞﾗﾘ（建築工事）

給気用有圧扇 5台（給気ｶﾞﾗﾘに取付）

給気用有圧扇 1台（ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに取付）

（5,610×1,150）

（5,270×700）

（窓1枚）
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ（建築工事）

9
53
×

7
73

１ ×５

非常用発電装置(350KVA)

ＯＦ

A

排風用ﾁｬﾝﾊﾞｰ
(本工事)

(本工事)
排風ﾀﾞｸﾄ

ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）

1,
15
0



EM-CEE 2-4C   故障一括
(新設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ)ZM-400

EM-EEF1.6-3C(E25)

A1：1/50

A3：1/100

改修前

廊下（３） 機械室

3 4 52

7,000

70 70
2,053

7,0007,000

3
,
4
3
0

9
,
0
0
0

B

A

3,500

改修後

発電機室
非常用

１ ２ ３

４

５６

７

８

(ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去)

電気室

FPT150(発電機電源)

９

廊下（３）

3 42

7,000

70

7,000

3,500

１ ２ ３

４

５６

７

８

９

電気室

(既設ﾀﾞｸﾄ内配線)

電気設備　平面図　(改修前後)

警報平面図へ

(天井ｺﾛｶﾞｼ)

既設配電盤名称

１ 高圧受電盤

低圧電灯盤

共用盤

切替盤

低圧動力盤

低圧電灯盤

低圧動力盤

集合故障表示盤

２

３

４

５

６

７

８

　　　２）ﾋﾟｯﾄ内の電源線は撤去のこと

既設電灯盤(L-G-LG)

注記　１）　　印は、撤去を示す

　　　(ただし、現地調査を行い改修後も必要な電源線がある場合は配管(E管)で保護し、新設を見込むこと)

図中明記なき配管・配線は下記とする。

EM-EEF2.0-3C(E25)
2.0

EM-CE3.5-2C E5.5(E25)

前室

控室

ET

子時計　撤去

天井換気扇　撤去

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種　撤去
(計2個)

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 +ET

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　冷能3.2kw

(撤去)

数量

１

前室・控室

１埋込型 FL 40W×2

１ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　×1

ﾌﾞﾗｹｯﾄ　　　 ×1

撤去器具リスト

　 １

名称 型式

合
　
　
計

１

　 １ １湯沸し器

横水栓

前
室

EM-EEF1.6-2C(E19)

ｽﾋﾟｰｶｰ　撤去

燃料ﾀﾝｸ(6000L)

燃料ﾀﾝｸ基礎(建築工事)

P

シンボル

凡　例

品　　名

P

埋込ｽｲｯﾁ(片切)  1P15A  (新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)

埋込ｽｲｯﾁ(PL)    1P15A　(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)

LED照明器具・天井直付型
公共品番(LSS9-4-30)

注記　１）発電機室の照明器具は既設流用のこと

EM-IE38               接地(EA)

2.0

2.0

EM-IE5.5(E19)

発電機基礎(建築工事)

非常用発電装置(350KVA)

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-09

E-08

給油口用電源：予備ﾌﾞﾚｰｶｰ(MCB30A)撤去、(MCB20A)新設に接続
ﾀﾝｸ室電灯：予備ﾌﾞﾚｰｶｰ(MCB20A)に接続

既設電灯盤(L-G-LG)

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種　新設
(既設ｹｰﾌﾞﾙ流用)

非常用
発電機室
EM-CEE2-2C

(E39)
EM-CEE2-6C

給油口ﾎﾞｯｸｽ

(2ヶ所)
P.B(200×200×100)

機械はつりφ38

EM-CEE2-6C(E31)

(防火貫通処理材)

機械はつりφ63

EM-CEE 2-8C(E31)  発電機電力表示〈事務室へ〉

(ｾﾊﾟﾚｰﾀ付)

EM-IE38      接地(EA)
EM-IE5.5     給油ﾎﾞｯｸｽ(ED)

EM-IE38       接地(EA)
EM-IE5.5      給油ﾎﾞｯｸｽ

(新設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ)ZM-400

EM-IE38       接地(EA)
EM-IE5.5      給油ﾎﾞｯｸｽ
EM-FP 2-2C    商用電源
EM-FP 2-2C    補機電源

6.6KV EM-FPT38        発電機(電源)

6.6KV EM-FPT38   発電機(電源)

6.6KV EM-FPT38   発電機(電源)

P.B(800×800×400)

(G82)

ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）

EM-CEE 2-12C(E51)   信号
EM-CEE 2-2C(E19)    発電
EM-CEE 2-4C(E25)    故障一括

EM-FP 2-2C(E19)     商用電源
EM-FP 2-2C(E19)     補機電源

(新設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ)ZM-400

EM-CEE 2-4C   故障一括
EM-CEE 2-2C   発電
EM-CEE 2-12C  信号

EM-CEE 2-4C   故障一括
EM-CEE 2-2C   発電

EM-CEE 2-2C   発電
EM-CEE 2-12C  信号

EM-CEE 2-8C  発電機電力表示〈事務室へ〉

EM-FP 2-2C    商用電源

EM-CEE 2-12C  信号
EM-FP 2-2C    補機電源

EM-FP 2-2C    商用電源
EM-FP 2-2C    補機電源

非常用発電機 撤去

(3φ200V100KVA)
(基礎撤去：建築工事)

発電機盤

3 4

7,000

70

3,500

非常用
発電機室

既設電灯盤(L-G-LG)

照明器具(吊下型 FLR40W×2)

(計2ヵ所)

丸型露出ﾎﾞｯｸｽ(1方出)
(計2ヵ所)



警報設備　平面図　(改修後)

電気室

廊下（１）

機械室

本館棟へ渡り廊下（１）
渡り廊下（２）

4
,
0
0
0

6
,
0
0
0

9
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

3
,
1
7
5

6
,
0
0
0

C

D

B

D

C

B

A

プロパン庫

廊下（２）

倉庫（２）

倉庫（３）

廊下（３）

非常用

発電機室

前室

男子便所

PS

女子便所

倉庫（１）

Ｂ浴室

Ａ浴室
和室

便所

更衣室 更衣室

8
2
5

控室

1 2 5 6 7 8

28,000

7,000 7,000

2,200

7,000

8,000

7,000

3,500 7,000 3,500

本館１階平面図

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

1 2 3 4 5 6 7

渡り廊下（１）食堂棟へ

倉庫 ミーティングルーム

事務室 所長室

TEL

EV

男子
便所

女子
便所

医務室

警備員
控室

上部垂壁

ボランティア
ルーム

廊下１ 廊６

男子
更衣室

湯沸室

女子
更衣室

倉庫
宿直室

EVホール

SK SK

Ｎ
Ｎ

C

A

B

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

講師棟へ

講堂・食堂棟１階平面図

A1：1/100

リネン室

本館棟へ

食堂棟へ

A3：1/200

(新設)電力表示盤

発電機電力表示盤
仕様：鋼板製・壁掛型・ﾒｰｶｰ標準塗装

２．盤面にて表示が確認できる構造のこと
１．高圧発電機用電力計組込

３．運転・故障警報組込

食堂
男子更衣室

ホール

(計4ヵ所)

既設点検口

(天井ｺﾛｶﾞｼ)

(計7ヵ所)

(天井ｺﾛｶﾞｼ)

発電機平面へ

P.B(200×200×100)

国立青少年教育振興機構工事名

図面名

事務所名

株式会社フタバ設計

管理建築士　坂本　哲也

一級建築士登録　第108765号

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

施設管理課長 施設管理課設計業務名

国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家
及

特記事項

凡　　例

国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事

E-09

E-09

点検口位置(建築工事)

EM-CEE 2-8C  発電機電力表示〈事務室へ〉

EM-CEE 2-8C  発電機電力表示〈事務室へ〉

(防火貫通処理材)

機械はつりφ38

機械はつりφ38

(防火貫通処理材)

機械はつりφ38

機械はつりφ38

ライフライン機能強化等設計業務（建築・設備）

(MM.B)

井水上水警報盤

EM-EEF2.0-3C(MM.A)

(電源取出し)
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現 場 説 明 書 

 

 

 

工 事 名        国立青少年教育振興機構               

            国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立青少年教育振興機構財務部施設管理課 

課 長 課長補佐 施設管理課 担 当 
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１ 工事名  国立青少年教育振興機構  国立淡路青少年交流の家 非常用発電設備改修工事 

 

２ 工事場所 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町７５７－３９（国立淡路青少年交流の家構内）  

 

３ 完成期限 令和７年３月３１日（月曜日） 

 

４ 一般事項 

現場説明書の適用方法 

(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。 

(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ 

適用する。 

(3)    印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 

 

５ 施工に関する事項 

(1) 工事用地 

範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員 

に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。 

 

(2) 仮設物の設置等 

① 仮設建物等 

仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の 

承諾を得ること。 

② 障害物の撤去又は移設 

障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。 

③ 仮囲い等 

仮囲い等を設けるときは、監督職員の指示により行うこと。 

④ 監督職員事務所 

・設ける（  号）  ○・設けない 

号 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

規 模 

(㎡) 
1 0 内 外   2 0 内 外   3 5 内 外   6 5 内 外   1 0 0内外    

⑤ 仮設物の維持管理等 

仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設 

置するものとし、常に維持保全に注意すること。 

⑥ 墜落制止用器具の着用について 

労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用

器具の規格」（平成31年1月25日厚生労働省告示第11号）による墜落制止用器具（フルハー

ネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。 

⑦ その他 

  ａ）工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。 

  ｂ）既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と    

    協議の上原状に復するものとする。                    

  ｃ）撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等     

    の処置を講ずること。                          

  ｄ）工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分     

    協議の上事故防止に努める。                       
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(3) 工事用電力等 

① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使 

用料は受注者の負担とする。 

② 工事用電力 

・電力会社と協議の上引き込む    ○・構内より分岐できる 

③ 工事用電話 

     ・構外より引込む。          ○・携帯電話にて対応する 

④ 工事用給水 

・構外より引込む。 ○・構内より分岐できる。 ・さく井する。 ・ 

⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示 

による。 

⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監 

督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 

⑦ その他 

工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、 

量水器を設置し、料金は国立淡路青少年交流の家へ納入する。            

                                        

 

(4) 工事写真等 

① 工事写真等 

工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のも 

のを提出すること。 

区   分 大 き さ 種   類 組 

敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー       １組 

工 事 写 真        サービス判 カ ラ ー       １組 

完 成 写 真        サービス判 カ ラ ー       １組 

※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向

等を明示した配置図、平面図を添付すること。 

② その他 

質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図（発注図）のＡ３版２つ折り仮製本を３

部提出すること。                                  

                                          

 

(5) その他 

鍵は、各組（一組は同一鍵３本）毎に鍵札（アクリル製）を付け、キープラン及び鍵リス

トを添えて鍵箱（鍵掛け付き）に納めて提出すること。 

 

６ 契約に関する事項 

(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準（以下、「基準」という。）の運用 

①基準第３の規定による、 

            ○・  提出する。 

工事費内訳明細書 

            ・ 提出しない。 
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            ○・  提出する。 

工 程 表          

            ・ 提出しない。 

② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請

求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。 

③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工

事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる

工事量を残工事量に含めないものとする。 

④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をい

う。 

⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額 

（この額が20万円を越えるときは20万円）に満たないものは損害合計額とみなさないもの 

とする。 

(2) 契約の保証について 

落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しな 

ければならない。 

① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付 

 書 

ア 保管金領収証書は、 三菱ＵＦＪ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額

の現金を払い込んで交付を受けること。 

イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者 

山口 圭吾と記載するように申し込むこと。 

ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立

行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法

人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機

構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、

超過分を徴収する。 

オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を 

提出すること。 

② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債（国債に関する法律の規定により登録された国

債を除く）、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫

又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法（昭和61年

法律第87号）附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和23年法律第256号）

第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律

（昭和59年法律第85号）附則第4条第1項の規定による解散前 

の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独

立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払

込済通知書及び契約保証金納付書 

ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱ＵＦＪ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に

相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。 

イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 

出納責任者 山口 圭吾と記載するように申し込むこと。 

ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政

法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法

人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機

構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、

超過分を徴収する。 
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オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払 

渡請求書を提出すること。 

③  契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確

実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青

少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形で

ある場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書 

ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立

行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政

法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興

機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別

途、超過分を徴収する。 

ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払 

渡請求書を提出すること。 

④  契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確

実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に

係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関

の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書 

ア 当該債権に質権を設定し提出すること。 

イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行

政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。 

ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国

立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に

帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過

分を徴収する。 

エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から

当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年

教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受け

るものとする。 

⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証 

金納付書 

ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等

の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第3条に規定する金融機関である銀行、

信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中

央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及

び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」と

いう。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4

項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記

載するように申し込むこと。 

ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであ 

ること。 

エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が 

記載されるように申し込むこと。 

オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 

カ 保証期間は、工期を含むものとすること。 

キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとするこ

と。 

ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の 
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取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた 

保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人

国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場

合は、別途、超過分を徴収する。 

コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教

育振興機構 理事長 古川 和から保証書（変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行

等に返還すること｡ 

⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

     ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険であ 

る。 

 イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と

記載するように申し込むこと。 

エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が 

記載されるように申し込むこと。 

オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 

カ 保険期間は、工期を含むものとすること。 

キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国

立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保 

険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国

立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合

は、別途、超過分を徴収する。  

⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する 

保証である。 

イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 

古川 和と記載するように申し込むこと。 

ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名 

が記載されるように申し込むこと。 

エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 

オ 保証期間は、工期を含むものとすること。 

カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の 

取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 

キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保 

証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国

立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合

は、別途、超過分を徴収する。 

(3) 工事請負代金債権の債権譲渡 

この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資

制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し

出ることができるものとする。 

(4) 下請契約の締結 

受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日

中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガ

イドライン（第5版）-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地

・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。 

(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について 
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工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針 

について」（平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知）において明 

確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契 

約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、 

下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請 

代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をするこ 

と。 

(6) 監督職員の権限 

基準第９第２項第１号から第３号に示す範囲とする。 

(7) 請負代金の支払 

請負代金（前払金及び中間前払金を含む）は、受注者からの適法な支払請求書に応じて 

独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から２回以内に支払うものとする。 

(8) 請負代金の前払い 

公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金 

額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受け 

た後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負 

代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。 

(9) 工事関係保険の締結 

この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、組立保険契約（共済その他これに

準じる機能を有するものを含む。）締結すること。 

① 保険対象 

工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。 

② 保険契約者 

受注者とすること。 

③ 被保険者 

発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人（リース仮設材を使用する場合には、リ 

ース業者を含む。）とすること。 

④ 保険金額 

請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていない 

ときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用（解体撤去工事費、

用地費、補償費等をいう。）が算入されているときはその金額を控除すること。 

⑤ 保険金支払額の控除額（免責額） 

請負代金額の1000分の5の額（この額が20万円を超えるときは20万円）未満とすること。 

⑥ 保険金請求者 

受注者とすること。 

⑦ 保険期間 

工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。 

⑧ 特約条項 

ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償 

権不行使特約を付帯すること。 

イ 水災危険担保特約を付帯すること。 

ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯（請負業者賠償責任保険その他こ 

れに準じる機能を有するものを付保することを含む。）すること。 

(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とするこ 

と。 

(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。 

(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。 

(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 

⑨ その他 
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ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、 

受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるも 

のでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。 

イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議 

の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加 

え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。 

ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提 

示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者 

に提示すること。 

エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた 

場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。 

 

７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事（以下「発注工事」という）におい

て、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者（以下「暴力団員等」という）による不

当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合には、断固としてこれを拒否

するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な

協力を行うこと。 

(2)  (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した書面により発注者に報告すること。 

(3)  発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の

被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 

 

８ その他 

(1)  工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内 

容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完 

成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報 

サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録すること。 

(2)  公共事業労務費調査への協力 

毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準

法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。 

なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」に

よること。 

(3) 建設業退職金共済制度について 

① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働

者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 

② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 

③ 掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合

にあっては，工事請負契約締結後原則40日以内）に，発注者に提出すること。 

(4) 工事成績評定について 

    この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第

127号）及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（令和元

年10月18日閣議決定）に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領（平成20年1月17日

付け19文科施第370号）による工事成績評定の対象工事である。 

(5) ワンデーレスポンスの実施について 

本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。 

① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その

日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつま
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でに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「そ

の日のうちに」することを含むものとする。 

② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握で

きる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 

③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査

し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について 

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又

は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現

場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監

督職員と協議の上定める。 

② 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手

続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現

場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、

受注者に通知した日とする。 

(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について 

① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に

支障がないとは、以下のものとする。 

ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入

又は仮設工事等が開始されるまでの期間。）。なお、現場施工に着手する日について

は、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。 

イ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事

の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。 

ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 

エ 工事現場において作業等が行われていない期間。 

② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と

携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工

事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。 

③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要

しない期間を定める。 

(8) 建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事

における取扱いについて 

  本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、

「特例監理技術者」という。）の配置を認めない。 

①  本工事において、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以

下、「特定監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下のア～クの要件を全て満たさな

ければならない。 

  ア 建設業法第26条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技

術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

 イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や

実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設

業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同

じであること。 

 ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複す

る複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に

一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される
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場合に限る）については、これら複数の工事を一の工事とみなす） 

 オ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内（例：○○市、○○市及び○○町）の工

事でなければならない。 

 カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立

合等の職務を適正に遂行しなければならない。 

 キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

 ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア～クの事項に

ついて確認できる書類を提出すること。 

③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さな

くなった場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。 

(9) 特別重点調査を受けた者との契約について 

「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」（平成21年3月31日大臣官

房文教施設企画部長通知）に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約

の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10

分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるも

のではない。 

(10) 引渡し後点検について 

受注者は、完成引渡し後１年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うも 

のとする。 

(11) 設計図書の取扱い 

   本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。 

① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。 

  ② 目的以外の使用は禁止とすること。 

   ③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って 

確実に処分すること。 

(12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像

の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を

行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るもので

ある。 

本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職

員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」とい

う。）とすることができる。対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。 

なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企画

・防災部参事官）」に準ずる。 

①  必要な機器・ソフトウェア等の導入 

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等

（以下、「使用機器」という。）については、「工事写真撮影要領（文部科学省大臣官房文

教施設企画・防災部参事官）」の「2.1.2 形状、寸法、仕様等の確認方法2．」に示す項目

の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用す

ることとする。なお、信憑性確認機能（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のた

めに参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL

「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。ま

た、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するもの

とする。 

②  デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を

電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真
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撮影要領（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官）」の「2.1.2形状、寸法、仕

様等の確認方法 2．」による。 

なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影（従

来の方法）」を併用することは差し支えない（例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影

響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される）。 

③  小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 

受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写

真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は

URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html）のチェックシステ

ム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写

真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確

認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認

の結果を、監督職員が確認することがある。 

 


